
医療法人博報会 岡崎東病院 

岡崎東訪問リハビリテーション重要事項説明書 
   あなたに対する訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）サービスの提供開始にあた
り、厚生省令第３７号に基づいて、当事業所があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 
１．事業所概要 

  事業所名称  医療法人博報会 岡崎東病院 岡崎東訪問リハビリテーション 
  所在地   岡崎市洞町字向山１６番地２ 
法人種別   医療法人 
代表者名    理事長 柵木 充明 

  電話番号    ０５６４（２２）６６１６   
ＦＡＸ番号  ０５６４（２２）３５７０ 
愛知県知事から指定を受けているサービスの種類及び指定番号    ２３１２１０２０５２ 

 
２．事業の目的と運営方針                                                                                
（１）病気やけが等により家庭において寝たきり又はそれに準ずる状態、若しくはかかりつけの医師が訪問

リハビリテーションの必要を認めた者に対し、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問して訪問

リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）サービスを提供します。 
（２）訪問リハビリテーションは、健康保険法及び介護保健法の理念に基づき、寝たきり老人等の心身の特

性を踏まえて訪問リハビリテーション利用者の生活の質の確保を重視し、健康管理や日常生活動作の

維持､回復を図ると共に在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように又利用者の自立の可

能性を最大限に引き出す支援を行うことを目的とする。 
（３）事業所では、利用者の有する能力に応じ訪問リハビリテーション計画（介護予防訪問リハビリテーシ

ョン計画）に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、介護その他日常的に必要とされる医療を

提供し在宅における日常生活の回復を目指す。 
（４）事業所は、訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）の実施にあたって地域の保

健・医療・福祉サービスを提供する関連機関、指定介護予防事業者等との密接な連携に勤め、その協

力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。 
 

３．ご利用事業所の従員数及び勤務の体制 
 理学療法士 常勤２名 勤務時間（午前８時３０分～午後５時００分） 
（平成１８年１１月１日 現在） 

 
４．営業時間 
   営業日   月曜日～金曜日    営業時間  午前８時３０分～午後５時００分 
  注）年末年始（１２月３１日～１月３日）は除きます。 
 
５．通常の実施地域 
  岡崎市 
 
６．利用料その他の費用の額 
  別紙、「サービス内容説明書」参照 
 
７．災害時・悪天候時の対応について 
  原則訪問いたしますが、万が一訪問できない場合はご連絡を致します。 
 
８．秘密保持について 

１ 乙及び乙の従業員は、正当な理由がない限り甲に対するサービスの提供にあたって知り得た

甲又は甲の家族の秘密を漏らしません。 
２ 乙は、乙の従業員が退職後、在職中に知り得た甲又は甲の家族の秘密を漏らすことがないよ

う必要な措置を講じます。 
３ 乙は、甲又は甲の家族の個人情報を用いる場合は、甲又は甲の家族の同意を得ない限り、サ



  ービス担当者会議等において甲又は甲の家族の個人情報を用いません。 
 

９．苦情申立窓口 
  ①岡崎東訪問リハビリテーション     ご利用時間 平日 午前８時３０分～午後５時００分 
   所長 栗山 直志           連 絡 先 ０５６４（２２）６６１６ 
②医療法人博報会 岡崎東病院      ご利用時間 平日 午前８時３０分～午後５時００分 
 事務長 小嶋 弘二          連 絡 先 ０５６４（２２）６６１６ 
＊①が不在の場合 
③岡崎市 介護保険課           ご利用時間  平日  午前９時～午後５時 

連 絡 先 ０５６４（２３）６６４５ 
④愛知県国民健康保険団体連合会      ご利用時間  平日  午前９時～午後５時 

連 絡 先 ０５２（９７１）４１６５ 
 
１０．緊急時の対応方法                                                                                
利用者の主治医への連絡を行い医師の指示に従います。主治医への連絡が困難な場合は救急搬送等の必

要な処置を講じます。また緊急連絡先にご連絡をいたします。 
  ご利用者様の主治医                            
 
電  話   番  号                      

 
  所    在    地                                     
   
 
緊  急  連  絡  先                                  
 
電  話   番  号                   

 
住         所                                    

 
 

                                        平成    年    月    日 
 
（乙）当事業所は、甲１に対する居宅サービスの提供開始に当たり、□甲１□甲２対してサービス内容説明書

及び重要事項説明書に基づいて、サービス内容及び重要事項を説明しました。                                                            
       
                             説明者（乙） 所在地  岡崎市洞町字向山１６番地２ 
                                         名 称 医療法人 博報会 

岡崎東病院 
岡崎東訪問リハビリテーション 

                                          氏 名                     ㊞ 
 
 
（甲）私は、サービス内容説明書及び重要事項説明書に基づいて、乙からサービス内容及び重要事項の説明を

受けました。また、貴事業所が私のよりよき介護のためのサービス担当者会議等において、私の個人情

報を契約の有効期間中に用いることに同意します。 
 
                            利用者（甲１） 住 所   

                                         
                                          氏  名                     ㊞ 
 

利用者の家族（甲２） 住 所   
                                         

                                          氏 名                     ㊞ 
 


